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日本国籍を留保する
外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について、日本国籍を留保しようとするときは、３ヶ月以内に届出を行わないと受理できなくなりますので、届出が遅れないよう特に注意してください。この場合は、必ず父か母（又は子の法定代理人）が届出人となってその他欄の「日本国籍を留保する」欄に署名してください（この届書をプリントアウトした後、自署にて署名してください）。日本国籍を留保し、重国籍となった者は２２歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと日本国籍を喪失することがありますので、注意してください。
署
外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について、日本国籍を留保しようとするときは、３ヶ月以内に届出を行わないと受理できなくなりますので、届出が遅れないよう特に注意してください。この場合は、必ず父か母（又は子の法定代理人）が届出人となってその他欄の「日本国籍を留保する」欄に署名してください（この届書をプリントアウトした後、自署にて署名してください）。日本国籍を留保し、重国籍となった者は２２歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと日本国籍を喪失することがありますので、注意してください。
名
外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について、日本国籍を留保しようとするときは、３ヶ月以内に届出を行わないと受理できなくなりますので、届出が遅れないよう特に注意してください。この場合は、必ず父か母（又は子の法定代理人）が届出人となってその他欄の「日本国籍を留保する」欄に署名してください（この届書をプリントアウトした後、自署にて署名してください）。日本国籍を留保し、重国籍となった者は２２歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと日本国籍を喪失することがありますので、注意してください。
印
外国で生まれ、出生によって外国の国籍をも取得した子について、日本国籍を留保しようとするときは、３ヶ月以内に届出を行わないと受理できなくなりますので、届出が遅れないよう特に注意してください。この場合は、必ず父か母（又は子の法定代理人）が届出人となってその他欄の「日本国籍を留保する」欄に署名してください（この届書をプリントアウトした後、自署にて署名してください）。日本国籍を留保し、重国籍となった者は２２歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと日本国籍を喪失することがありますので、注意してください。
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届書印刷後、自署にて署名してください。
シンガポール共和国
シンガポール共和国
	あてはまるものにクリックし、チェックマーク（×印）を付けてください。: 
	あてはまるものにクリックし、チェックマーク（×印）を付けてください。: 
	T422: 
	あてはまるものにクリックし、チェックマーク（×印）を付けてください。: 
	あてはまるものにクリックし、チェックマーク（×印）を付けてください。: 
	届け出られた事項は、人口動態調査（統計法に基づく指定統計第５号、厚生労働省所管）にも用いられます。: 
	子の名は常用漢字、人名用漢字、
かたかな、ひらがなで書いてください。: 
	ひらがなで入力してください。: 
	該当する続き柄を選択ボックスより選んでください。: 
	子が生まれた年を入力してください。: 
	届出人の生年月日を記入・選択してしてください。: 
	子が生まれた時間を選択してください。: 
	都道府県名以下の本籍を入力してください。: 
	世帯主との続き柄を選択してください。: 
	選択ボックスに無い場合には直接入力
してください（病院名は記入する必要は
ありません）。: 
	子の母の国籍を入力してください。
（選択ボックスに無い場合には、直接入力してください）: 
	日本国籍人の場合には和暦（昭和・平成）、
外国籍人の場合には西暦を選択してください。: 
	届出人の生年月日を記入・選択してしてください。: 
	子が生まれたときの母の年齢を入力して
ください。: 
	国勢調査の年に子が生まれたときのみ、記入してください。: 
	国勢調査の年に子が生まれたときのみ、記入してください。: 
	法定代理人: 
	届書の記載に不備等があった場合、役場が
連絡をとるための連絡先・電話番号を記載
して下さい。: 
	本籍の都道府県名をリストより選択してください。
子の父または母がまだ戸籍の筆頭者となっていな
い場合には、新しい戸籍がつくられますので、「そ
の他」欄に希望する本籍を記入してください。: 
	必要に応じ、号を選択してください。: 番地
	必要に応じ、号を選択してください。: 番地
	必要に応じ、号を選択してください。: 番地
	必要に応じ、号を選択してください。: 番地
	必要に応じ、号を選択してください。: 番地
	番地以降の枝番を記入してください。文字
数が多いときは、半角で入力してください。: 
	必要に応じ、所要事項を記入してください。: 



